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当初予算４２億９,０００万円の使い道

○コンピュータ管理 
○広報おおひら発行
○おおひらふるさと祭り開催
○コンビニ交付（戸籍・住民票・税証明）
○村民バス運行
○交通安全，防犯対策
○大瓜地区テレビ共同受信施設整備
○新地域交通システム（デマンド型交通）

○高齢者等タクシー利用助成
○子ども・子育て支援
○敬老会
○障害者福祉
○村社会福祉協議会補助
○村シルバー人材センター補助

○公立黒川病院運営負担金
○予防接種
○がん検診推進  
○新型コロナウイルスワクチン接種
○住宅用太陽光発電システム設置補助
○ごみ・し尿処理運営負担金
○火葬場運営負担金
○生活ごみ収集運搬等業務

○農業委員会費
○環境整備支援事業補助 
○生産調整推進対策 
○畜産振興補助，負担金 
○有害鳥獣防止施設購入補助 

6,944万円
405万円
776万円
838万円
5,715万円
818万円
100万円
576万円

425万円
3億2,742万円

837万円
1億4,736万円
2,300万円
1,200万円

6,935万円
2,157万円
1,083万円
2,092万円
295万円

1億2,307万円
363万円
3,954万円

671万円
700万円
1,400万円
189万円
300万円

総務費総務費 商工費商工費

土木費土木費

消防費消防費

教育費教育費

民生費民生費

衛生費衛生費

農林業費農林業費

総務費
○万葉まつり開催
○企業立地促進奨励金
○地場産品奨励金
○地産地消（車両購入）補助金  
○割増商品券発行
○中小企業振興資金貸付

○道路維持補修
○道路改良舗装  
（長町小沼田前線外1，楳田戸口線，小沓掛楳田線，平林線）
○公園維持管理 
○万葉クリエートパークキャンプ場整備
○新築住宅取得補助
○村営住宅管理
○定住促進住宅管理    
 

○黒川消防署運営負担金
○村消防団運営等
○消防施設管理
○災害対策   

○外国語指導助手
○公営塾開設 
○子どもの心のケアハウス管理・運営
○小学校費 
○中学校費
○大衡城青少年交流館管理運営  
○美術館管理運営
○万葉研修センター管理運営
○社会体育施設管理 
○給食センター管理
○給食センター整備
○スクールバス運行

702万円
8,888万円
50万円
50万円
450万円
1,700万円

9,154万円
8,486万円

1億35万円
995万円
650万円
1,194万円
1,110万円

1億6,217万円
2,368万円
416万円
685万円

578万円
238万円
1,387万円
5,204万円
5,587万円
279万円
1,178万円
791万円
3,252万円
6,390万円

3億2,154万円
792万円

商工費

土木費

消防費

教育費

民生費

衛生費

農林業費

特　別　会　計 企　業　会　計
国民健康保険事業勘定
特 別 会 計 収益的収入及び支出
下 水 道 事 業
特 別 会 計
介護保険事業勘定
特 別 会 計
戸別合併処理浄化槽
特 別 会 計
後 期 高 齢 者 医 療
特 別 会 計

水道事業会計

（　　）は前年度比

４億８,２００万円
（０.６％減）

３億３,６００万円
（４６.３％増）
６億４,３８０万円
（０.４％増）
４,４００万円
（７.８％増）

２億３,６２０万円
（２.７％減）

３億３,４８０万円
（皆増）

３億５,８２２万円
（１,６１５.３％増）

５,８３０万円
（５.０％増）

資本的収入及び
支 出

収入

支出
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令和４年度

４２.９４１.１４３.４

令和３年度令和２年度

一般会計当初予算額推移
（単位:億円）50億

40億

30億

20億

10億

0

歳入

歳出
性質別経費

歳出
目的別経費

投資的経費　14.2％ その他の経費　12.4％

●経常的経費…義務付けられ任意に節約できない経費
●投資的経費…道路、橋、公園、学校、公営住宅等に必要な社会資本整備費

令和４年度一般会計予算　
　令和４年度の当初予算は、学校給食センター整備費に
係る工事費増などにより、前年度当初予算と比較すると
１億８千万円の増となります。

村税
個人村民税・法人村民税
固定資産税・軽自動車税

たばこ税
1４億3,167万円（33.4%）

繰入金
８億1,424万円
（19.0%）

国庫支出金
４億451万円
（9.4%）

地方交付税
６億円

（14.0%）

使用料及び手数料など
2億2,499万円
（5.2%）

村債
2億8,400万円
（6.6%）

地方譲与税など
3億1,904万円
（7.5%）

県支出金
2億1,155万円
（4.9%）

自主財源　57.6％ 依存財源　42.4％

経常的経費　73.4％

●自主財源…村が自主的に調達できるお金
●依存財源…国や県の基準に基づいて交付されるお金

物件費
7億9,212万円
（18.5%）

人件費
７億2,345万円
（16.9%）

公債費
3億7,703万円
（8.8%）

普通建設
事業費など
6億1,085万円
（14.2％）

積立金・繰出金など
5億3,454万円
（12.4％）

維持補修費・補助費
７億3,887万円
（17.2%）

扶助費
5億1,314万円
（12.0%）

土木費
5億240万円
（11.7％）

民生費
9億6,460万円
（22.5％）

総務費
６億8,733万円
（16.0％）

衛生費
3億6,842万円
（8.6％）

    農林業費
1億2,475万円
　　（2.9％）

公債費
3億7,703万円
（8.8％）

商工費
1億5,230万円
（3.6％）

議会費など
1億7,221万円
（4.0％）

教育費
7億4,378万円
（17.3％）

村民1人当たりの行政経費

747,387円
土木費
87,526円

民生費
168,049円

総務費
119,744円

教育費
129,578円

農林業費
21,733円

公債費
65,685円

衛生費
64,185円

消防費
34,352円

商工費
26,533円

議会費など

30,002円

令和４年２月２８日現在人口　５,７４０人

消防費
1億9,718万円
　　（4.6％）

子どもや高齢者、障
害のある方などの福
祉に使われるお金

小中学校や社会教
育、幼児教育の充実
に使われるお金

行政運営や税金徴
収、財産の維持管理
などに使われるお金

道路、公園、村営住
宅などの整備、維持
管理に使われるお金

広域消防、消防団、
自主防災などに使わ
れるお金

村民の健康増進やご
み処理などに使われ
るお金

借り入れた借金を返
済するために使われ
るお金

企業誘致や商工、観
光振興のために使わ
れるお金

農林業振興のために
使われるお金

議員報酬や議会運営
のために使われるお
金
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　犯罪や交通事故のない平穏なまちで暮らしたい
との地域の方々の願いに応えるため、有限会社中
川電業社（代表取締役　中川　博）様から赤色回
転灯が設置工事を含めて寄贈されました。
　設置場所は国道４５７号と村道沓掛座府線が交
わるＴ字路付近で、夜になると赤色回転灯が点灯
し、付近を通行する車両や地域の方々に対し、防
犯や交通安全意識を啓発しています。

　トヨタ自動車東日本株式会社様から、小学校新
１年生に入学のお祝いと交通安全啓発活動の一環
としてドリルと定規が贈呈されました。

　若者の選挙離れが叫ばれて久しい中、幼児期から選挙に親しんでもらいた
いとの思いから、我妻建設株式会社黒川営業所（所長　鈴木智明）様から「ケ
ロッキーブーとおおきなあな」の絵本が寄贈されました。
　この本は、動物たちが暮らす森に、ある日ぽっかりと空いたあなの有効活
用について、動物たちが投票で決めていくという内容で、小学校、こども園、
児童館など６カ所にそれぞれ１冊ずつ配られました。

　ＪＡ新みやぎあさひな地区本部（本部長　早坂豊弘）様から、ＪＡ共済の地
域貢献活動の一環として非常用圧縮毛布１００枚が寄贈されました。毛布は
ビニール袋に包まれ、縦・横約２５㎝、厚３㎝ほどにコンパクト化されてい
るため、収納スペースを圧迫することなく大量に保管することができます。
非常時に備え、有効活用させていただきます。

寄贈ありがとうございました

　

残
間　

晃
さ
ん
（
奥
田
）
が
、
栄
え

あ
る
旭
日
単
光
章
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。

　

残
間
さ
ん
は
、
昭
和
54
年
か
ら
平
成

15
年
ま
で
通
算
５
期
20
年
に
わ
た
り
村

議
会
議
員
を
務
め
ら
れ
、
崇
高
な
政
治

信
念
を
も
っ
て
本
村
の
教
育
の
推
進
、

財
政
の
向
上
、
施
設
の
整
備
並
び
に
産

業
の
振
興
の
た
め
ご
尽
力
い
た
だ
き
、

多
大
な
貢
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を
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げ
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。

　

誠
に
お
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で
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う
ご
ざ
い
ま
す
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お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す

「
旭
日
単
光
章
」受
章
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春の農作業安全確認運動実施中
　春のこの時期は田起こしや田植え等、農作業が本格化します。全国で毎年多く発生している農作業事故
を減らすため、事故が多発する春の作業時期に合わせ「見直そう！農業機械作業の安全対策」を重点推進
テーマに農作業安全確認運動が実施されています。
　村では、全国的に乗車中の事故が多発している、「乗用型トラクターの事故防止」を重点に農作業安全
確認運動を推進しています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなか、さまざまな困難に直面した方々が、速やかに生活
や暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯などに対して１世帯当たり１０万円を給付しています。

◆基　準　日　令和３年１２月１０日現在、村の住民基本台帳に記載されている世帯
◆対　象　者　
　住民税非課税世帯　令和３年度村県民税が非課税の世帯（世帯全員が、課税されている方の扶養を受け
　　　　　　　　　　ている場合は対象外）
　家 計 急 変 世 帯 　住民税非課税世帯以外で、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、令和３年１月
　　　　　　　　　　から１２月の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の世帯
◆申請方法　①住民税非課税世帯は世帯主に確認書を送付しておりますので、内容をご確認の上返送願い
　　　　　　　ます。
　　　　　　②家計急変世帯は申請が必要となりますので問い合わせください。
◆申請・問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

４月６日（水）～１５日（金）
春の交通安全県民総ぐるみ運動

◆運動重点
　「子どもをはじめとする歩行者の安全確保」
　「歩行者保護や飲酒運転根絶等の安全運転意識の向上」
　「自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保」
４月１０日（日）は「交通事故死ゼロを目指す日」です。
　運動期間中は村内の主要交差点で街頭キャンペーンを予定しています。
　運転者はもちろん一人ひとりが交通ルールと交通マナーを守り、交通事故を未然に防ぎましょう。

◆問い合わせ先　産業振興課　☎３４１－８５１４

〇運動の重点事項
　・トラクター乗車時にはシートベルト・ヘルメットの着用
　　を徹底しましょう
　・転落や転倒が起こりそうな場所の確認を徹底しましょう
　・道路走行時には必ずブレーキペダルの連結確認を徹底し
　　ましょう

住民税非課税世帯・家計急変世帯の方へ
臨時特別給付金の申請はお済みですか？
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ごみ出し支援を行っています

ひとりぐらし高齢者等緊急通報システム事業のご案内
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　◆どういった人が対象になるの？
　　自らごみを集積所まで出すことが困難な方で、親族等の協力が得られず、世帯全員が次のい
　ずれかに該当している方が対象となります。
　　①要介護又は要支援認定を受けている６５歳以上の方
　　②障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを保持している方
　　③その他特別な事情によりごみ出し支援が必要と村長が認める方
　◆料金はかかるの？
　　無料です。
　◆申し込みはどうすればいいの？
　　支援を希望する方は申請が必要となります。申請内容を審査し利用決定しますので、まずは
　お気軽にご相談ください。
　◆いつ収集に来てくれるの？
　　それぞれの地区の収集日の朝８時までに伺います。収集に伺う回数は相談により決定します。
　　分別方法など、ごみの出し方は通常のごみ収集と同じです。また、粗大ごみや通常出せない
　ごみは対象外となります。

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

　在宅で１人暮らしの高齢の方や重度身体障害者の方などに対し、家庭用緊急通報機器を無料で
貸し出します。

◆対象者　村に居住し、次のいずれかに該当する方
　　　　　 ・１人暮らしで、６５歳以上の方
　　　　　 ・１人暮らしで、重度身体障害などがある方
◆内　容　固定電話の回線に装置を設置し、緊急・相談ボタンを押すことで「あんしんセンター」
　　　　　につながり、２４時間３６５日、専門のスタッフによる次のサービスが受けられます。
　　　　　①緊急通報　あんしんセンターに通報が入り、必要と判断すれば救急隊の出動要請や
　　　　　　事前にご登録いただいた協力員へ、状況確認の依頼などを行います。
　　　　　②相談・連絡　健康、介護、心配ごとなどの相談がいつでもできます。
　　　　　③お伺い電話　月１回あんしんセンターから利用者へ連絡し、健康状態などの確認を
　　　　　　します。
　　　　　※「あんしんセンター」は、緊急通報サービス受付センターの通称です。
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

　ご自分でごみを集積所まで出すことが困難な高齢者や障害のある方へ、玄関先からごみ集積所
までのごみの搬出を支援します。

ごみ出しを自力で行うことが困難な方を対象に
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　環境負荷の軽減や省エネ・自然エネルギーの有効活用による二酸化炭素の排出削減など、環境にやさしい
暮らしを推進するため、下記を購入・設置する方へ補助金を交付します。
　補助金の交付要件等、詳しい内容については問い合わせください。

◆回収できるもの
　〇新聞（折込チラシ・パンフレット含む）
　〇雑誌（教科書・漫画本・文庫本・辞書など）
　〇ダンボール
◆利用時間
　〇平日の午前８時３０分から午後５時まで
　〇土曜日・日曜日・祝日・年末年始（１２月２９日から１月３日まで）は利用できません。
◆利用の際のお願い
　〇上記の３品目以外は出さないでください。
　〇古紙回収用倉庫は２棟あり、それぞれ「ダンボール用」と「新聞・雑誌用」に分けていますので、ご注
　　意ください。
　〇新聞・雑誌を出す際は、ひもでしっかりしばってください。
　〇利用の際は整理整頓し、みなさんで気持ちよく使えるようご協力をお願いします。
　〇利用時間以外は鍵が掛かっています。放火の危険があるため、倉庫の外には置かないでください。

役場駐車場に古紙回収用倉庫を設置しました。
ごみの減量化や、限りある資源の有効活用のため、ぜひご利用ください。

環境にやさしい暮らしをしませんか？環境にやさしい暮らしをしませんか？～補助金のお知らせ～～補助金のお知らせ～環境にやさしい暮らしをしませんか？～補助金のお知らせ～

家庭から出る生ごみの減量化！資源化！
生ごみ処理機購入補助金

対　　象　生ごみ処理機の購入
補　助　額　購入金額の２分の１（上限：電動式処理機2万円、手動式処理機1万円）
申請期間　購入後

省エネルギーの促進と地球温暖化の防止！
万葉サンサンエネルギー発電等普及促進事業

対　　象　太陽光発電設備、定置用リチウムイオン蓄電池設備、HEMS
補　助　額　【太陽光発電設備】
　　　　　　・対象システム　出力１kW当たり５万円（上限１７.５万円）
　　　　　【定置用リチウムイオン蓄電池設備】
　　　　　　・設備の購入費及び工事費（消費税除く）の１０分の１（上限１０万円）
　　　　　【HEMS】
　　　　　　・設備の購入費及び工事費（消費税除く）の５分の１（上限２万円）
申請期間　工事完了後２カ月以内

クリーンエネルギーカーに乗ってCO２削減！
万葉クリーンエネルギーカー導入促進事業

対象及び補助額　燃料電池自動車 ３０万円、電気自動車 ６万円、
　　　　　　　　プラグインハイブリッド車 ５万円、超小型電気自動車 ３万円
　　　　　　　　※いずれも新規登録車で使用の本拠が宮城県内であること。
　　　　　　　　　また、宮城県内に本社を置く自動車販売店で購入すること。
申請期間　　　　新規登録から２カ月以内

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

古 紙 回 収 始 め ま し た ！

古紙回収倉庫
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※公金受取口座登録制度とは
　預貯金口座について１人１口座、給付金等の受取のための口座として、国（デジタル庁）に任意で登
録する制度。マイナンバーとともに事前に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請に
おいて申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関等における口座情報の確認作業が不
要となります。

午前６時３０分から
　午後１１時００分まで
・各店舗営業時間内に限ります。

利用時間 利用できるコンビニエンスストア等

　全国約５万４千店舗以上のキオスク端末（マルチコピー機）が
設置された以下の各店舗で利用できます。
セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップ　他

マイナンバーカードがあれば住民票や税証明などが
コンビニでとれます！

◆問い合わせ先　住民生活課　☎３４１－８５１２

令和４年９月末までにマイナンバーカードを申し込むと
最大２０,０００円のマイナポイントがもらえる！

職員が顔写真を撮影し申請のお手伝いをします。
本人確認書類（運転免許証等）をお持ちいただき役場住民生活課まで
お越しください。

①マイナンバーカードの
　新規取得等で
５，０００円分

＋ ②保険証としての利用
　申し込みで
７，５００円分

＋ ③公金受取口座の登録で

７，５００円分
※②、③のポイント付与方法及び③の登録方法については、現段階では未定です。

①令和４年９月末までにマイナンバーカードの申し込みを行った方
　（マイナポイント第１弾に申し込んでいない方）
●ポイント申込開始時期：令和 4年 1月 1日から
●申込期限：令和 5年 2月末まで
令和 3年 12月末までにマイナポイント第 1弾に申し込んだ方で、
最大 5,000 円分までポイント付与を受けていない方は引き続き、
上限（5,000 円相当）までのポイント付与を受けることが可能。

②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方
　（既に利用申込みを行った方も含みます。）
●申込開始時期：令和 4年 6月頃開始
●申込期限：令和 5年 2月末まで

③公金受取口座の登録を行った方
●申込開始時期：令和 4年 6月頃開始
（マイナポータルでの登録開始は令和 4年春頃を予定）
●申込期限：令和 5年 2月末まで

詳しくは
こちら
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高齢者等肺炎球菌ワクチン接種について
　高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の助成対象となる方に、４月上旬に「肺炎球菌ワクチン接種予診票
（濃い紫色）」を送付します。次の年齢の方のうち、過去に一度も接種を受けたことのない方のみが助成
対象となります。

シルバー人材センター入会説明会のお知らせ
　村内にお住まいの６０歳以上の方を対象に入会説明会を開催します。
　また、ご希望により職員が出向き説明を行いますので、お気軽に問い合わせください。
　　◆日　　時　４月２２日（金）　午後２時～
　　◆場　　所　シルバー人材センター事務所（多目的施設内）
　　◆問い合わせ先　シルバー人材センター　☎３４４－８８２５
　　　　　　　　　　ホームページ　https://webc.sjc.ne.jp/ohira-sc

◆接種期間
　４月１日（金）～令和５年３月３１日（金）
◆接種医療機関
　村予防接種委託医療機関（予診票と合わ
　せてお知らせします。）
◆接種費用
　自己負担４,０００円
　（接種費用８,４４８円のうち４,４４８円
　を村で助成します。）
◆接種方法
　村予防接種委託医療機関に電話予約の
　上接種してください。
◆問い合わせ先　
　健康福祉課　☎３４５－０２５３

６５歳
７０歳
７５歳
８０歳
８５歳
９０歳
９５歳
１００歳

昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日生まれの方
昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日生まれの方
昭和２２年４月２日～昭和２３年４月１日生まれの方
昭和１７年４月２日～昭和１８年４月１日生まれの方
昭和１２年４月２日～昭和１３年４月１日生まれの方
昭和　７年４月２日～昭和　８年４月１日生まれの方
昭和　２年４月２日～昭和　３年４月１日生まれの方
大正１１年４月２日～大正１２年４月１日生まれの方

６０歳以上６５歳未満で，心臓，腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト
免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害のある方

年齢 生　　年　　月　　日

　村では、がん患者の方が生き生きと社会で活躍で
きるよう、医療用ウィッグ等購入費の一部を助成し
ています。

◆対象者　次のすべてに該当する方
・村内に住所があり、がんの治療を受けている方
・世帯の市町村民税（所得割課税年額）の合計額が
　３０４,２００円未満の方
◆対象補正具・助成金額
　・医療用ウィッグ（かつら）　上限３万円
　・乳房補正具　　　　　　　上限２万円
　※当該年度（４月１日～３月３１日）に購入した
　　もので、申請は１補正具につき１回
◆申請期限
　購入した年度の３月３１日まで
◆申請・問い合わせ先
　健康福祉課　☎３４５－０２５３
　（郵送での申請も受け付けます。）

医療用ウィッグ等購入費助成事業
定期接種
◆対象者　昭和３７年４月２日～
　　　　　　　昭和５４年４月１日生まれの男性
◆検査・接種方法
　希望する医療機関に電話予約し、４月上旬に送付
する無料クーポンを利用して検査・予防接種を受
けてください。
任意接種
◆対象者
①妊娠を希望している満１９歳～満４９歳の女性
②妊娠している女性の配偶者
　※年齢・婚姻関係は問いませんが、定期接種対象
　　者を除きます。
◆検査・接種方法
　希望する医療機関で実施後に健康福祉課に助成
金の交付申請をしてください。
　※抗体検査・予防接種それぞれ一人１回上限１
　　万円まで助成します。
　※詳細は問い合わせください。
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３

風しんの抗体検査・予防接種について
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　児童館の図書スペースやホールを、未就園児の遊び場や
保護者の交流の場として開放しています。
◆場　　所　児童館
◆時　　間　午前１０時～１１時３０分
◆問い合わせ先　児童館　☎３４５－４６２６

２０日（水） 始まりの会
芳賀先生と遊ぼう（歌・体操・制作遊びなど）

おおひら万葉
こども園

開催日 場　所 活　動　内　容

　子育て支援センター（おおひら万葉こども園内）で、未就園児と保護者が自由に遊んだり、体験
活動に参加したりできます。また、子育て相談も行っています。（電話相談可）
・自由開放　◆開放日時　月～金曜日（祝日、年末年始、お盆期間中を除く）
　　　　　　　　　　　　午前１０時～１１時３０分・午後１時～３時
　　　　　　◆場　　所　おおひら万葉こども園　
・体験活動　◆開催時間　午前１０時～１１時３０分

◆問い合わせ先　おおひら万葉こども園　☎３４４－３０２８/健康福祉課☎３４５－０２５３
　新型コロナウイルス感染症の感染状況により利用人数の制限や中止の場合がありますので、ご了承ください。

今月の子育て応援

行　事　名 対象となる方 持ち物月日・受付時間

◆場所　福祉センター
◆問い合わせ先　健康福祉課　☎３４５－０２５３子育てカレンダー

２７日（水） 触れ合い遊び福祉センター

開　放　日
１４日（木）
２１日（木）
２８日（木）

１２日（火）
１９日（火）
２６日（火）

・妊娠届　・印鑑
・マイナンバーカード
（通知カード及び身分を
　証明できるもの）

該 当 者
４月　１日（金）
４月１５日（金）
５月　６日（金）

午後１時～１時１５分

母子健康手帳交付
妊 婦 健 康 相 談

希　　望　　者
（１歳未満のお子さん）

４月１８日（月）
午前１０時～１０時１５分

ベ ビ ー の
ゆったりタイ ム ・バスタオル

平成３０年８月～10月生まれ４月２８日（木）
通知を受けた時間

３ 歳 児
健 康 診 査

・母子健康手帳　・問診票
・食事記録
・きこえかたとことばの調査票

４月２７日（水）子育て何でも相談 ・母子健康手帳※おひさまくらぶとは別に個別
　に対応します。
　必ず事前にご連絡ください。

希 望 者

母子健康手帳交付・妊婦健康相談該当の方で、指定日に来られない方は、健康福祉課にご相談ください。
健診は対象人数に応じて受付時間を変更しておりますので、時間厳守でお願いします。
※ベビーのゆったりタイムは、新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。

　こどもの読書週間は「子どもたちにもっと本を、子どもたちにもっと本を読む場所を」との願いから誕生しました。
　幼少のときからさまざまな本に親しむことで、知らないことや見たことがないものを知ったり覚えたりします。
　また、本の世界に入りこみ、登場人物の行動や気持ちに共感したり話の展開を予想したりする中で、想像力が豊か
に育っていきます。
　こどもの読書週間は、大人にとっても子どもの読書の大切さを考えるときでもあります。
　子どもたちと一緒に本を読むひとときを大切にし、読書の楽しみや喜びを知らせていきたいですね。

～
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　地域包括支援センターの機能強化を図るため、４月１日から大衡村社会福祉協議会にセンター業務
を委託しました。
　高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心した生活が続けられるように、介護・福祉・保健・医療など、
さまざまな面で支援を行うための総合相談機関としてこれまで以上に高齢者の皆さんの生活をサポー
トしていきます。介護や高齢者のための地域づくり等で困ったことがあれば、地域包括支援センター
にご相談ください。

【４月１日以降の地域包括支援センターの概要】
◆運営法人　社会福祉法人大衡村社会福祉協議会
◆名　　称　大衡村地域包括支援センター
◆所　在　地　大衡村大衡字平林６２番地（大衡村社会福祉協議会内）
◆業務日時　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）
　　　　　　午前８時３０分～午後５時１５分（緊急の場合は２４時間体制で対応します。）
◆連　絡　先　☎７３９－７４１１

　東北大学の川島隆太教授と「くもん」が共同開発した認知症予防のための教室です。
　簡単な読み書き、計算を仲間や学習サポーターと交流しながら楽しく行います♪
◆対　象　者　会場まで自分で通うことのできる６５歳以上の方（受講経験のある方も対象となります。）
◆定　　員　１２名（申込順となります。）
◆開催期間　６月から１２月までの毎週月曜日（全２７回）
◆場　　所　福祉センター
◆参加費用　月額５００円（教材費込み）
◆申込期限　４月１４日（木）
◆申込・問い合わせ先　地域包括支援センター　☎７３９－７４１１

「脳トレ楽習教室」受講生募集！

地域包括支援センターからのお知らせ

　お子さんが病気の回復期で集団保育が難しく、保護者の方が家庭での看護・保育ができない時に、お子
さんを施設でお預かりします。

◆利用対象者　大衡村に住所を有する1歳から小学3年生までの児童
◆利　用　料　金　１日当たり２,０００円　（昼食、おやつは持参）
◆開所日・利用時間　月曜日～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前８時～午後６時
◆利　用　定　員　１日３名
◆実　施　施　設　大和町病後児保育室（大和町吉田字北谷地1番地の1　公立黒川病院駐車場内）
◆利　用　方　法　事前登録が必要となります。登録方法等は問い合わせください。
◆問い合わせ先　健康福祉課　　　　　☎３４５－０２５３
　　　　　　　　大和町病後児保育室　☎３４４－７５０５ （午前８時３０分～午後５時）

４月１日から病後児保育事業を実施します
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講　座　名 日　　　時 内　　容　　等 会　場

生 涯
学 習

公民館

万葉おどり練習会 午後７時～
　　　８時３０分

１３日（水）
２７日（水）

おどり、笛、太鼓の練習会

お 茶 っ こ 会 午前１０時～正午２０日（水）
「お茶っこ」を飲みながら、世間話や昔
話を楽しみましょう。
どなたでも参加できます。

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、中止する場合があります。

◆問い合わせ先　公民館　☎３４５－２１９７
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し
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

趣
味
の
作
品
展
を
開
催

趣
味
の
作
品
展
を
開
催

趣
味
の
作
品
展
を
開
催

趣
味
の
作
品
展
を
開
催

趣
味
の
作
品
展
を
開
催

　万葉集の世界を絵画で表現することに半生を捧げた、故日下
常由氏のふるさと美術館所蔵作品を展示します。
　春の芽吹きを感じる昭和万葉の森と合わせて、万葉の世界を
お楽しみください。

◆開催期間　４月９日（土）～５月９日（月）
◆場　　所　ふるさと美術館
◆開館時間　午前１０時～午後４時
◆入　館　料　一　　　般　　　２００円
　　　　　　高校生・大学生　１５０円
　　　　　　小・中学生　　　１００円
◆問い合わせ先　ふるさと美術館　☎３４５－０９４５ ▲「秋風の　吹きにし日より」
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　確定申告書を提出した後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いた場合は、次の方
法で訂正することができます。
　なお、手続きに当たっては、マイナンバーの記載及び本人確認書類の提示又は写しの添付が必要です。
◆税額を多く申告していたとき
　「更正の請求」をして正しい税額への訂正を求めることができます。
　更正の請求書に必要事項を記載し、法定申告期限から5年以内に、所轄税務署長に提出してください。
◆税額を少なく申告していたとき
　「修正申告」をして正しい税額に修正してください。また、新たに納める税額は、修正申告書を提出
する日までに、延滞税と併せて納めてください。
　なお、修正申告をする場合には、加算税が賦課される場合があります。
　詳しくは、国税庁ホームページ（www.nta.go.jp) をご覧ください。
※感染等により、期限までに申告が困難な方は延長することができます。
  　詳しくは国税庁ホームページの「新型コロナウイルス感染症に関する対応等について」  
（https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm）をご確認ください。

仙台北税務署からのお知らせ仙台北税務署からのお知らせ仙台北税務署からのお知らせ
〇令和３年分所得税等の確定申告について

　２０歳未満の方の飲酒は、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律」により禁止されています。
　成長過程にある２０歳未満の方の飲酒は、本人にとって身体的・精神的に大きなリスクがあるだけで
なく、社会的にも大きな影響を与えます。これを未然に防止するためには、「なぜ自分たちはお酒を飲
んではいけないのか」を理解できるよう、学校での教育のほか、家庭や地域社会においてもしっかりと
説明するなど、大人の責務として社会全体で取り組む必要があります。
※２０２２年４月から民法の成年年齢は１８歳に引き下げられましたが、お酒に関する年齢制限は、２０
　歳のまま維持されます。

　国税庁では、酒類業者に対して、２０歳未満の方に酒類を販売しないよう指導するとともに、各業界
団体に対し、２０歳未満と思われる方に対する年齢確認の徹底などを要請しています。
　詳しくは、国税庁ホームページ (www.nta.go.jp) をご覧ください。

◆問い合わせ先　仙台北税務署　☎２２２－８１２１

〇４月は「２０歳未満飲酒防止強調月間」です

【国道４５７号の歩道について】
　国道４５７号の本山製作所付近の歩道が狭くて
でこぼこしていて危険です。
　夜に暗くなると歩道が見えず、転んでしまいそ
うになります。早急に直してほしいです。
　
A 国道４５７号の歩道段差ですが、これまでも
道路管理者である宮城県に補修の要望書を提出し
ているところです。企業進出等により、交通量は
年々増加傾向にあり、歩道の重要性は認識してい
るところでありますので、今後も全面的な整備を
要望してまいります。

【スケートパークを作ってほしい】
　趣味でスケートボードをしています。
　クリエートパークには小さな子ども向けのアス
レチックや大人向けのパークゴルフ場はあります
が、スケートボードをする場所がありません。で
きればクリエートパーク周辺にスケートパークを
作っていただけないでしょうか。　

A スケートパークは各地に整備が進んでおり、
スケートボードは若者だけではなく親子で楽しめ
るスポーツであると認識しておりますが、整備費
用はもちろんのこと、その後の管理運営などにつ
いて総合的に検討が必要となることから、現段階
では整備の予定はありませんが、今後の公園整備
の参考とさせていただきます。

　お寄せいただいた皆さんのご意見や
ご提案の一部をご紹介します。

「村長への手紙」へのお答え
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　黒川地区４市町村、新みやぎ農業協同組合及びくろかわ商工会で構成する「黒川地区後継者対策推進
協議会」では、今年も「黒川地区結婚相談所」を開設します。
　「結婚したいが出会いがない」「息子（娘）について相談したい」等の相談に、専門のアドバイザーが
親身に応じてくれます。また、婚活イベントなどの情報提供なども行います。
　相談は予約制で、料金は無料です。お気軽にご相談ください。
◆開催日時　毎月第２日曜日とその翌日月曜日　午前９時～午後４時
　　　　　　（日時等に変更があった場合は、村ホームページ等でお知らせします。）
◆対　象　者　富谷市及び黒川郡内に住所がある方や事業所等に勤務する方、又はそのご家族

日本国内に住所がある２０歳以上６０歳未満の方は全員が国民年金に加入します。
国民年金の種別が変更になったら、年金記録をつなぐためにも忘れずに届け出をしましょう。
年金異動手続きには必要書類等がありますので、詳しくは窓口まで問い合わせください。
〇第１号被保険者（自営業者、学生、フリーターの方など）

「黒川地区結婚相談所」を開設

◆申込・問い合わせ先　黒川地区後継者対策推進協議会事務局　富谷市農業委員会　☎３５８－０５２３

◆問い合わせ先　仙台北年金事務所　☎２２４－０８９１　住民生活課　☎３４１－８５１２

４月
５月
６月
７月
８月
９月
１０月
１１月
１２月
１月
２月
３月

１０日（日）
８日（日）
１２日（日）
１０日（日）
１４日（日）
１１日（日）
９日（日）
１３日（日）
１１日（日）
１５日（日）
１２日（日）
１２日（日）

１１日（月）
９日（月）
１３日（月）
１１日（月）
１５日（月）
１２日（月）
１０日（月・祝）
１４日（月）
１２日（月）
１６日（月）
１３日（月）
１３日（月）

大郷町
富谷市
大衡村
大和町
大郷町
富谷市
大衡村
大和町
大郷町
富谷市
大衡村
大和町

中央公民館２階談話室
まちづくり産業交流プラザ（とみぷら）
平林会館
吉岡コミュニティセンター
中央公民館２階談話室
まちづくり産業交流プラザ（とみぷら）
平林会館
吉岡コミュニティセンター
中央公民館２階談話室
まちづくり産業交流プラザ（とみぷら）
平林会館
吉岡コミュニティセンター

開　設　日 場　　　　　　　所

～婚活を応援します～

こんなとき 被保険者の種別

第１号⇒第３号 配偶者の勤務先 年金手帳又は基礎年金番号通知書

届出先 用意するもの
第２号被保険者である夫
（妻）の扶養に入ったとき

こんなとき 被保険者の種別

第２号⇒第１号 住民生活課

届出先 用意するもの
６０歳になる前に会社など
を退職したとき

第２号⇒第３号 配偶者の勤務先退職して、第２号被保険者であ
る夫（妻）の扶養に入ったとき

〇第２号被保険者（厚生年金、共済年金に加入している方）

年金手帳又は基礎年金番号通知
書、離職証明などの退職日がわか
るもの

こんなとき 被保険者の種別

第３号⇒第１号 住民生活課

届出先 用意するもの
収入が増えるなどして扶養
から外れたとき

第３号⇒第１号 住民生活課配偶者が退職したとき

第３号⇒第２号 配偶者の勤務先６０歳になる前に就職して、厚生
年金や共済組合に加入したとき

〇第３号被保険者（第２号被保険者である夫（妻）に扶養されている方）

年金手帳、扶養消失の日がわかる
もの
年金手帳、離職証明書など退職日
がわかるもの
年金手帳、健康保険証、基礎年金番
号通知書
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法務局での手続案内を
利用される皆様へ

NHK－BSプレミアム『にっぽん縦断こころ旅』
2022　“春の旅”お便り募集

　俳優の火野正平さんが、視聴者から寄せられる
手紙をもとに全国を自転車で旅する番組、ＮＨＫ－
ＢＳプレミアムの『にっぽん縦断こころ旅』が
宮城県へやってくる予定です。
　宮城県へは２０１８年秋の旅で来県し、大衡
村を通過した映像が流れました。
　「普段見ている何気ない風景」や「思い出の風
景」、「忘れられない風景」、「みんなに伝えたい風
景」など、身近にある皆さんの心の風景とエピ
ソードを添えて、番組で紹介してみませんか？
　あなたの思い出や、風景が紹介されるかも！

◆募集内容　こころに残る『何気ない風景』、『思
　い出の風景』、『忘れられない風景』、『みんな
　に伝えたい風景』、『音の記憶と重なる情景』
　など、風景や場所とそのエピソード
◆応募方法　はがき、封書、FAX又は番組ホー
　　　　　　ムページ
◆応募期限　４月１８日（月）必着
◆放送予定　６月１３日（月）～１７日（金）
◆応募・問い合わせ先　NHKふれあいセンター
　（〒150-8001「こころ旅」係）
　☎　０５７０－０６６－０６６
　FAX ０３－３４６５－１３２７
　番組HP　http://nhk.jp/kokorotabi

情 報 コ ー ナ ー

　仙台法務局では、相続登記などの手続案内を
対面から電話対応に切り替えております。
　手続案内を利用する場合は、電話で予約いた
だき、予約日に当局担当者がお電話いたします。
　予約方法など、詳しくは問い合わせください。
◆問い合わせ先　仙台法務局
　不動産登記部門（土地・建物）
　☎２２５－５７６７
　法人登記部門（会社・法人）  
　☎２２５－５７４８

普通救命講習受講者募集のお知らせ
◆開催日時　４月２７日（水）
　　　　　　午後６時３０分～９時３０分
◆場　　所　黒川消防署西棟２階会議室
◆講習内容　ＡＥＤを用いた普通救命講習
　　　　　　（修了証有り）ガイドライン２０１５
　　　　　　に基づく内容で指導
◆募集人数　１０名以内
　※応募多数の場合は次回以降の受講となります。
　※新型コロナウイルス感染症拡大に伴い中止
　　する場合があります。
◆申込期限　４月２０日（水）午後５時
　　　　　　（平日のみの受付となります。）
◆申　込　先　黒川消防本部警防課　救急係 
　　　　　　☎３４５－６８８８

陸上自衛隊王城寺原演習場　４月の射撃訓練予定

※大和駐屯地業務隊から連絡のあった内容を一部抜粋して掲載しています。
※演習場内は危険ですので、立ち入らないようお願いします。
※予定は変更になる場合があります。
◆問い合わせ先　陸上自衛隊大和駐屯地　☎３４５－２１９１（内線３４１）
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◆
監
査
委
員
（
３
月
13
日
付
）

　
和
泉　
文
雄
（
新
任
）

◆
行
政
区
長
（
４
月
１
日
付
）

　
衡　
上　
狩
野　
勝
彦
（
再
任
）

　
衡　
中　
布
施　
恭
次
（　
〃　
）

　
衡
中
東　
堀
籠　
　
敦
（　
〃　
）

　
と
き
わ
台　
阿
部　
正
衞
（　
〃　
）

　
衡
中
北　
渡
邉　
要
治
（　
〃　
）

　
衡　
下　
織
田　
久
栄
（　
〃　
）

　
大
瓜
上　
阿
部　
文
章
（　
〃　
）

　
大
瓜
下　
小
川　
宗
寿
（　
〃　
）

　
駒　
場　
佐
藤　
重
雄
（　
〃　
）

　
大　
森　
泉
田　
潤
悦
（　
〃　
）

　
奥　
田　
三
塚　
富
男
（　
〃　
）

　
蕨　
崎　
和
泉　
悦
男
（　
〃　
）

　
松　
原　
只
野　
　
一
（　
〃　
）

　
衡　
東　
福
地　
信
一
（　
〃　
）

◆
分
館
長
（
４
月
１
日
付
）

　
衡　
上　
大
泉　
隆
徳
（
再
任
）

　
衡　
中　
荒
若　
秋
彦
（　
〃　
）

　
衡
中
東　
高
橋　
　
浩
（　
〃　
）

　
と
き
わ
台　
池
田　
誠
一
（　
〃　
）

お
知
ら
せ

　
衡
中
北　
赤
間　
正
孝
（
新
任
）

　
衡　
下　
遠
藤　
光
一
（
再
任
）

　
大
瓜
上　
石
川　
　
貢
（　
〃　
）

　
大
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下　
大
友　
正
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（　
〃　
）

　
駒　
場　
遠
藤　
　
至
（　
〃　
）
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森　
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田　
昭
宏
（　
〃　
）

　
奥　
田　
青
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孝
広
（　
〃　
）
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崎　
山
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信
悟
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）
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）
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）
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ス
ポ
ー
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）

　
衡　
上　
赤
間　
一
親
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再
任
）
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佐
々
木
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）
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）
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也
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）
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下　
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孝
（　
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）

　
大
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上　
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）
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下　
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）
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実
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介
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）
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台　
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越　
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子
（　
〃　
）

　
と
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台　
吉
本　
陽
子
（
新
任
）

　
衡
中
北　
齋
藤
美
佐
江
（　
〃　
）
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下　
遠
藤　
裕
巳
（　
〃　
）

　
大
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上　
石
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貴
美
子
（
再
任
）

　
大
瓜
下　
中
川
さ
き
子
（　
〃　
）

　
駒　
場　
遠
藤
芙
美
子
（　
〃　
）

　
大　
森　
富
倉　
洋
子
（　
〃　
）

　
奥　
田　
大
畑　
智
子
（　
〃　
）

　
蕨　
崎　
武
田　
美
恵
（　
〃　
）

　
松　
原　
石
川　
静
恵
（　
〃　
）

　
衡　
東　
関
内　
妙
子
（　
〃　
）

◆
衛
生
嘱
託
員
（
４
月
１
日
付
）

　
衡　
上　
八
鍬　
浩
一
（
再
任
）

　
衡　
中　
石
川　
晴
夫
（　
〃　
）

　
衡
中
東　
佐
々
木　
力
（　
〃　
）

　
と
き
わ
台　
門
脇　
博
文
（　
〃　
）

　
衡
中
北　
堀
籠
多
利
男
（
新
任
）

　
衡　
下　
髙
橋　
秀
和
（
再
任
）

　
大
瓜
上　
石
川　
　
登
（
新
任
）

　
大
瓜
下　
堀
籠　
史
郎
（
再
任
）

　
駒　
場　
佐
藤　
正
一
（　
〃　
）

　
大　
森　
高
橋　
　
雄
（　
〃　
）

　
奥　
田　
渡
邉　
和
哉
（　
〃　
）

　
蕨　
崎　
萩
原　
勇
一
（　
〃　
）

　
松　
原　
木
村　
祐
喜
（　
〃　
）

　
衡　
東　
須
田　
文
彦
（
新
任
）

人　
　

事

納税のお知らせ　納期限（口座振替日）５月２日（月）

　納期限までに忘れずに納めましょう。口座振替の方は前日までに残高をご確認願います。送付された納付書に
ついては、コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでも納付できます。納期限までに納付されない
場合、督促手数料や延滞金が加算されます。
　なお、病気やその他の事情により、納期限までに納付が困難な方の納付相談を随時受け付けています。

◆問い合わせ先　税務課　☎３４１－８５１３

村県民税
固定資産税
軽自動車税
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

４月
　
　
　
１期
１期
　

５月
　
１期
全期
２期

６月
１期
　
　
３期
２期
　

７月
　
２期
　
４期
　
１期

８月
２期
　
　
５期
３期
２期

９月
　
３期
　
６期
　
３期

１０月
３期
　
　
７期
４期
４期

１１月
　
４期
　
８期
　
５期

１２月
４期
　
　
９期
５期
６期

　

１月
　
　
　
１０期
６期
７期

２月
　
　
　
　
　
８期

３月
　
　
　
　
　
９期

納期月税目等

お
詫
び
と
訂
正

　

広
報
３
月
号
の
「
宮
城
県
更
生
保
護
大
会

の
受
賞
伝
達
式
」
の
記
事
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。

　
「
更
生
保
護
法
人
宮
城
県
更
正
保
護
協
会
」

は「
更
生
保
護
法
人
宮
城
県
更
生
保
護
協
会
」

で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖ ❖

今月の相談

※新型コロナウイルス感染症の感染状況により、内容が変更となる場合があります。詳しくは問い合わせください。

◆問い合わせ先
　住民生活課

☎３４１－８５１２
＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識転ばぬ先の消費者知識＊＊転ばぬ先の消費者知識＊消費生活相談窓口から

☆１８歳から大人～若者を狙った消費者トラブルに注意しましょう～
　民法改正により、２０２２年４月１日から成年年齢が２０歳から１８歳に引き下げられました。
　１８歳で成人になったら、自分の意志で自由に契約ができるようになります。しかし、契約トラブルが起
きた時は契約者本人が対応しなければいけません。契約をするときは慎重にし、決して急がず、周りの信頼
できる人に相談しましょう。
気を付けてほしい消費者トラブル
事例１　美容に関するトラブル
・エステの無料体験に行き、執拗な勧誘を受け、高額なコースの契約をしたが支払えないので解約したい。
・美容外科クリニックで施術を受けたが顔全体の腫れが引かず、外出できなくなった。
事例２　儲け話に関するトラブル
・投資用USBを使用すると簡単に儲かると誘われ、学生ローンから借り入れて購入したが儲からなかった。
・マッチングアプリで知り合った人に勧められて暗号資産（仮想通貨）の投資をしたが、出金できない。
事例３　定期購入トラブル
・ＳＮＳの広告で「初回３００円」のダイエットサプリを購入したら、２回目の商品が届き高額の請求があった。
・いつでも解約できると書いてあったのに、電話がつながらず、解約できない。
アドバイス
★契約を急がされたら要注意！　★必ず儲かるという話は疑う！　★これはお得だと思ったときはよく確認！
トラブルにあったら、一人で悩まず相談してください！！

お気軽にご相談ください

生 活 相 談 平林会館１階料理講習室第１～第４水曜日（祝日を除く）
午前９時～正午

社会福祉協議会
☎３４５－６６３１

消 費 生 活 相 談 平林会館２階第３研修室第１・３水曜日（祝日を除く）
午前９時～午後４時 住民生活課

☎３４１－８５１２
司法書士会出張無料相談 平林会館１階料理講習室４月１３日（水）

午後１時～４時

健康何でも相談（予約制） 福 祉 セ ン タ ー４月２７日（水）
午後１時３０分～３時

健康福祉課
☎３４５－０２５３

認知症予防のための
「みかんカフェ」（予約制） 福 祉 セ ン タ ー４月２５日（月）

午後１時３０分～３時
地域包括支援センター
☎７３９－７４１１

塩 釜 保 健 所 塩釜保健所
☎３６５－３１５３

結 婚 相 談（予 約 制） 大 郷 町 中 央 公 民 館
（大郷町中村字馬場沢20）

４月１０日（日）
４月１１日（月）
午前９時～午後４時

黒川地区後継者対策推進協議会
（事務局：富谷市農業委員会）
☎３５８－０５２３

ひきこもり・思春期
こ こ ろ の 相 談
（ 予 約 制 ）

４月１３日（水）
４月２０日（水）
午後１時～４時

相談内容 日　　時 場　　所 問い合わせ先
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◆開設場所　役場２階総務課
◆問い合わせ先　総務課
　　　　　　☎３４５－５１１１

犯罪被害者等支援総合相談窓口

防災行政無線電話応答サービス

村内の各種発生状況
２月２８日現在（速報値）

犯罪発生状況（大和警察署調べ）

種類

窃　盗　犯
（うち、侵入窃盗）
粗　暴　犯
知　能　犯
その他刑法犯
合　　計

総　務　課

（代表電話）

企画財政課

会　計　室

住民生活課

税　務　課

☎345-5111

☎341-8510

☎341-8511

☎341-8512

☎341-8513

産業振興課

都市建設課
（建設管理係）
（都市計画係）

（上下水道係）

健康福祉課

議会事務局

☎341-8514

☎341-8515

☎341-8516

☎345-0253

☎345-6030

学校教育課

社会教育課
公　民　館

給食センター

小　学　校

中　学　校

☎341-8517

☎345-2197

☎345-5082

☎345-2424

☎345-2072

0　
（0）
０　
０　
０　
０　

２　
（１）
０　
０　
０　
２　

２月 令和４年
累計

交通事故発生状況（大和警察署調べ）

種類

人身事故
（死傷者）

1　
（１）
１６

１　
（１）
５８

２月 令和４年
累計

火災発生状況（黒川消防署調べ）

種類

建　物
林　野
車　両
その他
合　計

０　
０　
０　
０　
０　

０
０
０
０
０

２月 令和４年
累計

　水害や土砂災害発生のおそれがある時には、村から防災行政無線
や防災メールなどを通じて「高齢者等避難」や「避難指示」を発令
します。
　自分や家族、地域の人たちの命を守るため、安全かつ速やかに避
難できるよう次のことを心掛けましょう。

　明るいうちに

　大雨などのピークは夜間になることが多いので、明るいうちに避
難しましょう。

　大雨になる前に

　台風や集中豪雨が予測される場合、道路の冠水などによる避難経
路の遮断を想定し、早めに避難しましょう。

　子どもや高齢者等は早めに

　避難に時間がかかるため、早めの行動が大切です。
　近所に高齢者や配慮が必要な方がいたら、声をかけてみんなで避
難しましょう。

「命を守る早めの自主避難！」

役場等電話番号

物件事故

防 災 豆 知 識

村の災害情報や避難情報をお知らせする「大衡村
防災メール」を配信しています。
メールアドレス　bousai-ohira.touroku@sg-ｍ.jp

☎３４５－１１５１
　電話で、無線放送の過去２４時間分の内容
を聞くことができますのでご利用ください。
　電話通話料は利用者負担となります。

スマートフォン、
タブレット端末
で読み取るとア
クセスできます。

HP用 LINE用 Twitter 用

新型コロナウイルスワクチン接種特別対策チーム　☎３４１－０６５０

◆問い合わせ先　総務課　☎３４５－５１１１
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●公立黒川病院の夜間、休日救急診療　☎３４５－３１０１
※急病患者数が過多になった場合、早期に受け付けを終了することがあります。
　受診の際は、事前に電話で問い合わせください。

時　　間　午後５時１５分～７時
取り扱い業務
[住民生活課]広域交付以外の業務
[税　務　課]業務全般
[都市建設課]
　上下水道料金及び住宅使用料納付、
　水道開閉栓に関する業務

◆　　
◆

●宮城県こども夜間安心コール　
　夜間のお子さんの急な発熱やけがの時、看護師が電話
相談をお受けします。
　☎♯８０００（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　午後７時～翌朝８時
●おとな救急電話相談　
　☎♯７１１９（プッシュ回線の固定電話、携帯電話から）
　☎２１２－９３９０（プッシュ回線以外の固定電話、ＰＨＳから）
　相談時間　月～金曜日　午後７時～翌朝８時
　　　　　　土曜日　　　午後２時～翌朝８時
　　　　　　日曜日    　  ２４時間

仙台リハビリテーション病院

なりた耳鼻咽喉科

あかいし台眼科

大清水内科クリニック

ほそごえ整形外科

富谷ファミリーメンタルクリニック

たいとみ胃腸内科医院

長澤整形外科クリニック

かとう眼科医院

明石台こどもクリニック

富谷市成田１－３－１

富谷市成田４－１８－８

富谷市明石台６－１－２０

富谷市大清水１－２－３

大和町吉岡字まほろば１－７－９

富谷市上桜木２－３－６

富谷市日吉台２－３４－２

富谷市富ケ丘２－１１－１２

大和町吉岡東２－８－１０

富谷市明石台６－１－２０

月　　日

４月　３日（日）

４月１０日（日）

４月１７日（日）

４月２４日（日）

４月２９日（金）

５月　１日（日）

５月　３日（火）

５月　４日（水）

５月　５日（木）

５月　８日（日）

電話番号

☎３５１－８１１８

☎３４４－６２０８

☎３４６－１７１９

☎３４６－０４８２

☎７２５－４６４５

☎７２５－４１５６

☎７２５－７２０１

☎３５８－７６８８

☎３４７－１６８２

☎７２５－８８１５

当　番　医 住　　所

4月

5月 2日
（月）

9日
（月）

16日
（月）

23日
（月）

4日
（月）

11日
（月）

18日
（月）

25日
（月）

30日
（月）

－

戸
籍
の
窓

（
３
月
15
日
ま
で
の
届
出
順
、敬
称
略
）

２月２８日現在住民基本台帳

（
こ
の
欄
に
掲
載
を
希
望
し
な
い
場
合
は
、

　
　
　
　
　
届
出
の
際
、
申
し
出
く
だ
さ
い
。）

（前月比）

人口　5,740人（－14）

男　　2,886人（－11）

女　　2,854人（－3）

世帯数2,103戸（－3）

休日当番医【診療時間　午前９時～午後５時】

窓口延長日休日・夜間診療の案内

結　

婚

新　

郎　
　
　
　
　
　
　

新　

婦

岩
城　

啓
大（
衡
中
）　　

小
嶋　

千
乃（
涌
谷
町
）

上
野　
　

柔（
大
和
町
）　

日
野　

愛
美（
蕨
崎
）

誕　

生

あ
か
ち
ゃ
ん　
　

父　
　
　

母 　

 （
行
政
区
）

山
下　

結
真　
　

恭
平　
　

真
衣
子（
と
き
わ
台
）

お
く
や
み

死
亡
者　
　
　
　

世
帯
主　

続
柄　
（
行
政
区
）

細
川　

吉
治　
　

吉
治　
　

本
人　
（
衡
上
）

岩
井　
　

博　
　

幸
悦　
　

父　
　
（
衡
中
）

萩
原　
　

二　
　
　

二　
　

本
人　
（
衡
上
）

渡
邉
み
と
り　
　

み
と
り　

本
人　
（
衡
中
北
）

大
沼
し
づ
子　
　

し
づ
子　

本
人　
（
蕨
崎
）

ゆ　
ま
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卒業・卒園おめでとうございます卒業・卒園おめでとうございます卒業・卒園おめでとうございます

▲卒園証書を手に記念撮影 ▲「小学校でも元気にがんばります！」

▲思い出と感謝の気持ちが込められた答辞 ▲クラスのみんなへ「楽しかったよ。ありがとう。」

▲卒業証書授与
▲みんなで合唱「旅立ちの日に」

おおひら万葉こども園 ききょう平保育園

小学校

中学校

★大衡村ホームページアドレス　https：//www.village.ohira.miyagi.jp/
地球環境保全のため、
植物油インキを使用しました

　中学校で４２名、小学校で５６名の卒業生が、成長を共に喜び慣れ親しんだ学び舎を巣立ちま
した。また、おおひら万葉こども園で４９名、ききょう平保育園で４名が卒園を迎え、将来の夢な
どを元気いっぱい発表し、学校生活への期待に胸ふくらませていました。
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